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健康横浜２１推進会議運営要綱 

 制 定 平成 24 年３月１日健保事第 3964 号（局長決裁） 

最近改正 令和６年３月８日健健推第 3307 号（局長決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、横浜市附属機関設置条例（平成 23 年 12 月横浜市条例第

49 号）第４条の規定に基づき、健康横浜２１推進会議（以下「推進会議」と

いう。）の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。 

（担任事務） 

第２条 横浜市附属機関設置条例第２条第２項に規定する委員会の担任する事

務の細目については、次に掲げるものとする。 

(1) 健康横浜２１（以下「健康横浜２１」という。）の推進に関すること。

(2) 健康横浜２１の評価・策定に関すること。

（委員） 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 学識経験者

(2) 保健医療専門家

(3) 健康に関連するボランティア団体・企業等の各種団体の代表者

(4) マスメディアの代表者

２ 委員の任期は、５年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員の代理は、認めないものとする。 

 （臨時委員） 

第４条 推進会議に、健康横浜２１の評価・策定や健康づくりに関する事項を

調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 学識経験者

(2) 保健医療専門家

(3) 健康に関連するボランティア団体・企業・各種団体の代表者等

３ 臨時委員は、第１項の事項に関する調査審議が終了したときは、解任され

たものとする。 
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（会長） 

第５条 推進会議に会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、推進会議を代表し、会務を掌理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名

する委員が、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 推進会議の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、推進会議の議長とする。 

３ 推進会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。 

４ 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合

は、会長の決するところによる。 

 

 （部会） 

第７条 健康横浜２１について調査審議するために部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長１人を置き、委員及び臨時委員の互選によりこれを定める。 

４ 第６条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条

中の「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会の委員」と

読み替えるものとする。 

５ 部会の委員構成や議事内容等を踏まえ、推進会議の会長が認める範囲にお

いて、前項に基づく部会の決定を推進会議の決定に代えることができる。 

 

（会議の公開） 

第８条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12 年２月横浜市条例

第１号）第 31 条の規定により、委員会の会議については、一般に公開するも

のとする。ただし、委員の承諾があれば、会議の一部又は全部を非公開とす

ることができる。 

 

（意見の聴取等） 

第９条 会長又は部会長は、推進会議又は部会の会議の運営上必要があると認

めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くほか、資料の提

出その他必要な協力を求めることができる。 

 

（庶務） 



第 10 条 推進会議の庶務は、健康福祉局健康推進課において処理する。 

 

（委任） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、

会長が推進会議に諮って定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行後最初の委員会の会議は、第６条第１項の規定にかかわら

ず、市長が招集する。また、最初の部会の会議は、会長が招集する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 



女性の健康課題に関する分析

後藤 温

横浜市 女性の健康づくり推進検討部会

横浜市立大学 大学院 医学研究科 公衆衛生学教室

令和7年度第2回「女性の健康づくり推進検討部会（健康横浜２１推進会議部会）」

令和７年８月５日（火）19時～21時
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アウトライン
• 背景と目的
• 令和4年 国民生活基礎調査データの概要
• 全国・横浜市・川崎市・東京都区部の背景因子の比較
• 年齢区分別の日常生活制限の有無による背景因子の比較
• 傷病別の日常生活制限に対する寄与割合（PAF）
• 女性特有の症状と健康アウトカム
- 月経不順・月経痛との関連分析
• まとめと今後の方向性



背景と目的
背景
• 神奈川県の女性は全国平均に比べて 健康寿命が短く、不健康期間が長い傾向
→ 健康寿命：2019年ワースト9位 → 2022年ワースト3位
→ 不健康期間：2019年ワースト5位 → 2022年ワースト1位
• 特に現役世代（15～64歳）で、健康上の問題により日常生活に支障をきたす割

合が高い（2022年ワースト1位）
• 一方、介護が必要となる高齢期の「平均自立期間」は全国平均程度（全国22

位）

目的
• 横浜市女性の「不健康期間が長い」、「日常生活制限の割合が高い」要因を明

らかにする
• 女性特有の症状や傷病と日常生活制限との関連を分析
• ライフステージに応じた効果的な支援策の検討に資するエビデンスを提供する



令和4年国民生活基礎調査個票データ
全国調査客体数 299772世帯 

全国集計客体数 203,819世帯 (回収率67%) 

• 人数 472,042人(男性227156 女性244886)

神奈川県集計客体数  7,156世帯

• 人数 15,802人(男性:7690 女性8112)

横浜市集計客体数 1798世帯

• 3839人(男性:1903 女性1936)



日常生活制限割合
わが国の「健康寿命」の算定にあたっては、性・ 5歳階級別に国民生活基礎調査の

 「あなたは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」への回答結果をもとに

 「日常生活制限割合」を計算する。

5

厚労科研研究班.健康寿命の算定方法の指針
https://toukei.umin.jp/kenkoujyumyou/syuyou/kenkoujyumyou_shishin.pdf



その他全国 横浜市 川崎市 東京都区部
属性✟ N = 34,165 N = 228 N = 326 N = 656
日常生活制限あり 6.9% 9.6% 9.2% 6.7%
通院あり 24% 31% 22% 27%
メンタルヘルス不調* 32% 35% 36% 39%
現在喫煙 8.30% 8.80% 6.80% 5.70%
飲酒週1回以上 18% 22% 27% 25%
健診受診あり 67% 70% 70% 69%
配偶者あり 45% 38% 41% 40%
親と同居 43% 49% 31% 34%
子と同居 40% 29% 29% 27%
無職 4.4% 4.8% 3.7% 4.7%
官公庁 4.8% 3.1% 2.5% 3.7%
小規模(~99人） 28% 24% 18% 21%
中規模(100~999人） 21% 21% 19% 20%
大規模(1000人以上） 14% 22% 29% 24%
第一次産業 1.1% 0% 0% 0%
第二次産業 8.7% 2.4% 2.4% 1.9%
第三次産業 90% 98% 98% 98%

20－39歳・地域別の属性の比較（全国・女性）

•全国に比べ、横浜市の女性は日常生活制限、通院中、メンタルヘルス不調、飲酒習慣、勤務先が大規模、第
三次産業の頻度が多く、配偶者を有する頻度が低い傾向にある。

✟欠測値がある者
を除外して割合
を計算
*心の健康状態を
測る質問
 K6≧5点



日常生活制限あり 日常生活制限なし
属性✟ 15～64歳

N = 911

65歳以上
N = 1721

15～64歳
N = 7701

65歳以上
N = 4101

自覚症状あり 78 (86%) 147 (86%) 162 (21%) 142 (35%)

通院あり 73 (80%) 150 (88%) 246 (32%) 267 (66%)

メンタルヘルス不調* 58 (64%) 99 (58%) 216 (28%) 100 (24%)

自覚的に健康 22 (24%) 60 (35%) 464 (60%) 255 (62%)

睡眠時間6時間以上 45 (49%) 93 (55%) 477 (62%) 246 (60%)

飲酒週1回以上 18 (20%) 16 (9.5%) 200 (28%) 100 (25%)

現在喫煙 10 (11%) 3 (1.8%) 61 (8.7%) 20 (4.9%)

健診受診あり 62 (69%) 78 (47%) 502 (71%) 240 (59%)

無職 6 (6.6%) 66 (38%) 22 (2.9%) 83 (20%)

配偶者あり 52 (57%) 87 (51%) 477 (62%) 254 (62%)
1n (%)

日常生活制限の有無・年齢階級別の属性（横浜市・女性）

•横浜市の女性は15～64歳・65歳以上において、日常生活制限ありの人では、なしの人に比べて
自覚症状あり・通院あり・メンタルヘルス不調・無職の割合が高く、
自覚的健康・睡眠時間6時間以上・飲酒習慣が・健診受診・配偶者ありの割合が低かった

✟欠測値がある者
を除外して割合
を計算
*心の健康状態を
測る質問
 K6≧5点



傷病の日常生活制限に対する寄与割合(PAF)

令和4年国民生活基礎調査のデータを用いた。
「日常生活の制限」を被説明変数、自覚症状や傷病、性別、年齢を説明変数と
して年齢階級や傷病別にロジスティック 回帰分析を行い、傷病のオッズ比
（OR)を推定した。オッズ比が統計学的に有意であった場合（p値が0.05未満)、
下記の式により、人口寄与割合(population attributable fraction: PAF)を求め
た。1

PAF =
𝑂𝑂𝑂𝑂 − 1

O𝑅𝑅
×
その中で当該傷病を有すると回答した人数

日常生活制限があると回答した人数
人口寄与割合(PAF)：その傷病を有する者が存在しなくなった場合に、「日常生活
制限あり」の人数が何%減少するかを推定したもの
※傷病と日常生活制限の因果関係を正しく推定していることが前提。
傷病が日常生活制限の原因とは限らないため解釈には注意を要する。

1Myojin T et al. J Epidemiol. 2017 Feb;27(2):75-79. 



傷病の日常生活制限に対する寄与割合（全国・女性）

全国の女性では
20-39歳・40－59歳では、
うつ病やこころの病気、
60-74歳・75歳-では、腰痛症、
60-74歳では、関節症、
75歳-では、骨粗鬆症、
は日常生活制限の寄与割合が10％以上と大
きかった。

女性特有の傷病である、更年期障害等は40-
59歳、周産期の疾患は20-39歳において寄
与割合は4%程度であった。

2022年国民生活基礎調査
女性特有の傷病

女性特有の傷病



傷病の日常生活制限に対する寄与割合（横浜市・女性）

横浜市の女性において、
20-39歳・40－59歳では、
うつ病やこころの病気、
40－59歳では、関節症・腰痛症、
60-74歳では、骨粗鬆症・腰痛症・関節症、
75歳-では、骨粗鬆症・腰痛症、
は日常生活制限の寄与割合が大きかった
（10%以上）。

20－39歳のうつ病や心の病気、
60－74歳・75歳-の骨粗鬆症は、
全国に比べ寄与割合が高い傾向にあった。

女性特有の傷病である、
周産期の疾患は20-39歳において寄与割合
は9%(vs 全国4% )であった。

2022年国民生活基礎調査
女性特有の傷病



月経不順・月経痛の自覚と健康アウトカムの関連（横浜市・女性）

1

オ
ッ
ズ
比(

95%

信
頼
区
間)

オッズ比  2.67↑  3.63↑  0.67 1.04 
横浜市の女性の約5%が月経不順・月経痛を自覚していた。「月経不順・月経痛」の自覚は「日常
生活に影響がある状態」および「メンタルヘルス不調」と統計的に有意な関連を示した。一方で、
「自覚的な健康観」および「睡眠時間6時間以上」との関連は統計的に有意ではなかった。

アウトカム メンタルヘルス不調* 日常生活に影響あり 自覚的健康観             睡眠時間6時間以上

※年齢で調整

*心の健康状態を測る質問
 K6≧5点



横浜市女性の結果のまとめと今後の方向性
• 寄与割合の分析より、20～59歳の女性では、「うつ病・こころの病気」が、
日常生活制限に寄与する傷病と推定された
→20-60歳未満女性に対するメンタルヘルスへの対応が必要。
• 一方、60歳以上の女性では、「骨粗鬆症」「関節症」「腰痛症」などの骨・関

節疾患が主な寄与要因と推定された。
→ 60歳以上女性では骨・関節疾患の予防・対処が重要。
• 関連解析（オッズ比の算出）より、「月経不順・月経痛」が、日常生活制限・

メンタルヘルス不調と関連していた。
→ 「月経不順・月経痛）等の女性特有の症状への認識と対応が重要と考えられる。
→ 今後、令和元年のデータを統合した分析のほか、より包括的な要因分析（社会
的背景等を考慮した分析）、具体的支援策の検討が必要である 。



1

令和７年度第１回 女性の健康づくり推進検討部会意見のまとめ
・今後の方向性案

女性の健康づくり推進検討部会
２025年８月５日

健康福祉局健康推進課
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2

部会での御意見

■若い世代の健康について
・日常生活制限割合を年齢別に見ると、65歳以上の女性においては、
全国平均程度の主観的な健康観の割合となっている。平均自立期間も
全国平均程度ということを考えると、主観と客観の差以外にも若い世
代での要因がありそう。

■要因について
・ハマスタディによると時間貧困の可能性。通勤時間が長い。
・地域とのつながりがうすい、コミュニティの狭さがある。
・SNSが顔の見えない状況を作っている。
・寿命が長い自治体は、コミュニケーションがとれている、と聞く。
・筑波大学の研究によると、職場での孤独・孤立が女性の健康に影響し
ているのではないかと言われている。
・ソーシャルサポートが多いと、精神的スコアも高くなる。

今後について

■要因分析
横浜市立大学で国民生活基礎調査等により要因分析中。

健康寿命の短縮した要因について

部会での御意見

・アウトカム指標で「日常生活に支障がある人の割合」なのか「行動を起こ
していない人の割合」なのか整理が必要

アウトカム指標の変更点

・「月経関連症状の不調に対して行動を起こしていない
人の割合の減少」としていく

ロジックモデル

※健康寿命
国民生活基礎調査の大規模調査（３年に１回実施）の項目「あなたは現

在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」への回答結果を
もとに「日常生活制限割合」を計算する。

※平均自立期間
分母は介護保険の被保険者数（または人口）、分子は「要介護２以上」認

定者数として、不健康割合は計算する。0～39歳の不健康割合は0と仮
定する。
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部会での御意見

■若年層に向けて
・若い世代は生理不順に楽観的であり、生理が来ないことの病気のリスクや将来への影響を理解
できていない。わかりやすく話していくことが必要。プレコンセプションケアなど、自分の健康に向
き合う機会があると良い。神奈川県では進めている。
・生理が止まっている時に、自分の体がどうなっていくかをイメージできるようになれると。

■学びの場にて
・学校教育の現場で産婦人科への「職業体験」などで知るきっかけがあるとよい。
・教育として義務教育のスケジュールに入れて親にも子にも発信する必要がある。性教育の授業
でからだの仕組みを知ってもらい、将来どのように過ごしていくかを自分で選択することが大切。

■親世代に対して
・月経困難症などの症状が重症にもかかわらず、軽度だと親が判断してしまうことがあるため、親
へのアプローチ必要。
・親として自分の考えや価値観ではなく、新しい価値観を知る機会が必要。
・講演会は関心がある人がくる。関心がない人に呼びかけられるようなことがあると。PTAからだ
けではなく、「学校」や「市」が共催などで発信すると保護者に響きやすい。

■やせ
・女性のやせは、骨粗鬆症やうつなど様々な源流となっている。
・特定健診がメタボチェックと言われていたが、特定健診のBMIは肥満だけでなく、やせもスク
リーニングし、月経や骨密度の状況を把握し、必要な相談窓口や受診に繋げると良い。
・相談は、助産師で担えるかもしれない。

今後について

■親世代へのアプローチ
・学校や市が共催しての啓発検討

■若年層に向けて
・啓発媒体の作成を検討し、若者が
足を運ぶ場でのタッチポイントを増
やしていく

■こども青少年局との連携の検討
・プレコンセプションケアをはじめと
したセミナー等の連携
・ヨコハマ妊活SNS相談事業や子育
て応援アプリ「パマトコ」のツールな
どを通じた連携

■教育委員会との連携の検討
・各学校（養護教諭等）と産科医が
必要時連携できる環境づくり

■やせへの取組
・普及啓発
・健診等の既存の場での情報提供
の機会の創出

ヘルスリテラシーの向上（若年層）



4

部会での御意見

・職場で取組を多く実施していても、40-50代の更年期障害から他の疾患が見つかる
などして発展するうつ病が多い。

■実態把握の難しさ
・更年期障害の実態把握は、女性のヘルスケア学会でさえ、うまくいっていない。ジャ
パンヘルスナーススタディの実態調査はあるが、職種が偏っている。

■対応の難しさ
・更年期障害は器質的疾患ではなく、他の疾患を否定しなければいけない。症状も
200種類。
内分泌、環境因子、心的因子の要素があるが、背景が様々すぎてしまう。

・カウンセリングのみで解決できることも多い。背景にある課題は、診療上、人間関係
が一番だと感じている。その際は、職場への医師意見書を書いている。
・チャンネル（タッチポイント）についても、テレビ視聴も多い世代であり、設定が難しい。

今後について

■実態調査の実施
・協会けんぽ、横浜市立大学公衆衛生学
教室、市と三者で実施することを検討
中。

■リテラシーの向上の取組実施
・タッチポイントを増やす取組の検討

ヘルスリテラシーの向上（更年期）
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部会での御意見

■アプリの活用
・インターネットより月経関連アプリ が有効かと思う。
自分の状態を知っているアプリから「不調です」と示され、月経関連記事が出てきて、「受

診をオススメします」と言われると、届きやすい。
・【アプリ＋地域情報】のセットが良いのでは。
・パマトコの産婦人科オンラインもとても良いツール。
・自身の状態が正常かどうか判断し、不調がわかる必要
⇒#8000のように、おかしいかどうかに気付くツールがあればいいのでは。

■生成AI
・生成AIのチャットアプリも良いかもしれない。更年期に対しては、決まった答えをくれる
生成AIは良いのではないか。
・生成AIで示唆された後に、認知症サポート医の婦人科バージョンなどの受け皿があると
良いのでは。

■説明動画等
・対面セミナーは時間の確保が難しいので、適さない。
芸能人や芸人などがYouTube等で30分番組を実施している動画のショート動画は再

生回数が多く、まずショート動画が気に入れば、長編も見るという流れ。

■企業のフィールド
・チャンネルとしては、ユーザーボリュームが多いところをターゲットに、製薬会社やアプリ
会社など企業の力を借りるべき。

今後について

■ツールを増やす
・様々な場所やツールを利用した啓発の
実施。

■アプリの活用
・既存のアプリなどの活用の検討。
・すでに既存アプリや生成AIなどのコン
テンツを使っている当事者が多いため、
医療機関等へのアクセスのハードルを低
くする取組の方を検討。

タッチポイント
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部会での御意見

■情報発信について
・婦人科受診の壁は、母親の意識が関わっている。親が既にもっている価値
観だけではなく、新しい価値観を知る機会が必要。
・ユースクリニックの内容を学校教育や行政が発信できると。

■医療機関等の相談先
・ユースクリニックは日本産婦人科学会でもセッションが行われた。
・ユースクリニックは難しくても、輪番制での相談の場の提供などを、賛同す
るクリニック等が対応できると。

・子はひとりで受診ができるのだが、なかなか自分では受診できない場合が
あり、親が背中を押して受診するケースもある。

・病院側が、十分な説明なく「内診台に上がらせる」という行為をやってしまっ
たら、いけない。
・生成AIで示唆された後に、認知症サポート医の婦人科バージョンなどの受
け皿があると良いのでは。

今後について

■医療機関側の体制づくり
・善方委員や産婦人科医会との連携

■ユースクリニック
・ユースクリニックの内容の配信などを検討
・コメディカルなどの相談の時間や場の解放を
検討

婦人科受診へのハードル下げる取組

※ユースクリニックについて
代表的なクリニック →もんま：藤沢市、ショコラウイメンズクリニック：都筑区

・スウェーデンでは主流。13歳から18歳の女性は、ワンコインで助産師や看護師に相談可能。
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部会での御意見

■企業の工夫
・自社では、ウエルネス休暇、女性のがん検診全員受診などを実施。甲状腺検査は、
高価であるため、３年に１回受診とし平準化を図ることにした。
・産業医が精神科専門であるため、女性のためのメンタルヘルスについても相談し
やすい環境になっているが、特に更年期には、他の病気の発症などもきっかけとし
て、更年期障害からうつ病に発展し、退職するケースが多い。

■職域
・管理者の意識が重要。雇用主が明確に健康づくりの取組の必要性を示す。協会け
んぽでも健康経営優良法人認定のアンケート項目に「女性」の項目を新たに追加す
ることで、ひとつの項目立てするほど、重要なものだと知ってもらうこととしたい。

■その他
・ストレスチェックや女性の健康づくりに関しても、医師会としても協力できるかと
思う。
・正規職員は婦人科検診を企業で受けられることが多いが、非正規職員も受診でき
るようなシステムづくりがあるとよい。

今後について

■実態調査の実施（再掲）
・協会けんぽ、横浜市立大学公衆衛生学教室、市
と三者で実施することを検討中

■経済局中小企業振興課と連携
・横浜市健康経営支援拠点（ウエルネスセン
ター）で健康経営セミナーの中で、企業向けに
「女性の健康」に関する研修を実施
・メルマガ等の既存のツールを活用

■政策経営局男女共同参画課と連携
・横浜市女性活躍推進協議会にて情報提供など
予定

■その他
・プレゼンティズムへの影響等の啓発を検討

職域

※横浜市女性活躍推進協議会
市内の女性が様々な分野で力を発揮できる社会の実現に向け、地域における女性活躍推進に、市内経済団体等をはじめとした関係機関と連携して取り組むための地域プラットフォーム
＜構成団体＞ 横浜商工会議所、神奈川経済同友会、神奈川県経営者協会、横浜貿易協会、横浜銀行協会、横浜港振興協会、横浜青年会議所、神奈川県中小企業家同友会、

横浜市男女共同参画推進協会、学識経験者、横浜市

※横浜市健康経営支援拠点（ウエルネスセンター）
企業集積地において、近隣企業を対象として健康経営を普及促進するために設置
＜拠点（３か所）＞ 新横浜ウエルネスセンター、LINKAI横浜金沢ウエルネスセンター、横浜駅ウエルネスセンター



8

令和８年度に向けた今後の方向性案
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全体の方向性

目標：ヘルスリテラシーの向上に資する環境づくり

（１）ツール
①当事者作成の啓発媒体（岩崎学園学生によるポスター等）
②機運醸成を図る媒体（有名なインフルエンサーによる説明動画等）
③女性の健康課題全般の一般的な啓発媒体
④企業連携による女性の健康づくり講座マッチング

（２）タッチポイント
①ホームページやSNS等
②若者が立ち寄る場（コンビニやドラッグストア、塾、学校、電車等）
③職場健診や医療機関等の受診時
④働き・子育て世代が集まる場（職場やPTA等）

目標：医療機関へのアクセス向上に資する環境づくり

（１）アクセス向上のための取組
①医療機関一覧のホームページ等への掲載
②受診時のイメージやメリット配信

（２）医療機関側の環境づくり

知る・気付く
（タッチポイントを増やす）

行動（アクセス）できる

働き・子育て世代

青年期

更年期

学齢期

学
校
・
P
T
A 企

業

医
療
機
関
等

行
政

女性特有の健康課題について予防ができ、必要時に適切な治療につながるまで・・・

横浜市男女共同参画行動計画 よこはま保健医療プラン

横浜市子ども・子育て支援事業計画 健康横浜２１

計画の連動性



女性の健康づくり講座マッチング（仮）

働き世代
～更年期

PTA・学校（養護教諭）・企業

横浜市

企業・団体

募集
とりまとめ

パッケージの提案
実績報告

パッケージの提示

調整・実施

希望時に企業へ連絡

企業・団体企業・団体 女性の健康づくり講座
パッケージイメージ
【テーマ例】
・月経随伴症状と対処
・若い女性のやせ
・更年期障害
・骨粗しょう症予防
・がん検診
【パッケージ】
・テーマごとに講師、内容のプログ
ラム（１時間程度）
・使用媒体の提供
・簡易測定などの物資提供

各団体の役割

【趣旨】
女性の健康づくりに関する取組を実施している企業・団体等のノウハウや啓発資材を活用
した講座パッケージを提供してもらい、ターゲット層が所属する団体とマッチングすることにより、
女性の健康づくりを推進する。令和８年４月開始を目指す。

※あくまでも案段階



職場における実態調査（仮）

実態調査のイメージ
・中小企業に対して、複数のヒアリング
を実施した後に、母数を広げたアン
ケート調査を実施していく

■健康管理担当者向け：取組や相談
体制の有無（何に取り組めば良いか不
明）、課題感・ニーズ

■当事者向け：支障や困り感の有無、
ニーズ、職場の理解、受診の有無・ハー
ドル、リテラシー（不調に対して行動を起
こしているか）

＜視点として＞女性特有の健康課題の
ほか、時間貧困、ストレス、職場での孤
独など

各団体の役割

【趣旨】
働き世代が１日の大半を過ごす職場での実態を明らかにし、効果的な取組を検討していくこと
を目指す。調査内容は、中小企業にフィードバックしていく。（ヒアリングは令和７年度中）

中小企業

横浜市

実態調査
（ヒアリング・アンケート）

三者連携

ニーズ
伝える

協会けんぽ 横浜市立大学

※あくまでも案段階

協会けんぽ神奈川県支部の概要（令和6年度末）
被保険者数：約110万人
事業所数：約17万事業所
1事業所当たりの被保険者数：6.5人



現状 アクティビティ 初期アウトカム 中間アウトカム 最終アウトカム

女性の健康づくり応援事業ロジックモデル（案）20250801時点（１/２ページ）

女性の健康寿命が
短縮傾向

生活習慣病による
早世が全国比を男
性と比較すると多い

乳がん死亡率が全
国比で高い

介護保険「要支援」
の原因第１位が「骨
折・転倒」

健康寿命が長い３
政令市との比較で
特に子育て中の女
性の悩みやストレス
が日常生活制限に
関連している

アウトプット

女性の飲酒頻度・
量が全国比で多い

生
活
習
慣
病
の
予
防
を
通
じ
た
早
世
の
減
少

悩みやストレスがあるが相談できないでいる人
の割合の減少（15～64歳）
(国民生活基礎調査)

過去１年間の医療機関での骨密度測定の
受診割合の増加（女性）
（健康に関する市民意識調査）

睡眠で休養が取れている人の割合の増加
(健康に関する市民意識調査)

睡眠時間が6～9時間の人の割合の増加
(健康に関する市民意識調査)

乳がん検診受診率の向上
(国民生活基礎調査)

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒してい
る者の割合の減少（女性）
(国民生活基礎調査)

・女性のがん検診無料クーポン
送付数
・ブレスト・アウェアネス啓発チラシ
 送付数
・SNSやHP等の該当内容の
 視聴数
・HPVワクチン接種勧奨通知数

・市HP掲載のストレス
対処・睡眠啓発チラシ
閲覧数
・睡眠啓発動画視聴数

20～30代女性のやせの者の割合の減少
(健康に関する市民意識調査)

健康のために意識して運動している市民の
割合の増加
(健康に関する市民意識調査)

乳がん・子宮がんの予防
・乳がん検診・子宮頸がん検診の個別
勧奨
・ブレスト・アウェアネスの啓発
・SNSやHP等を活用した情報発信
・HPVワクチンについての情報発信

骨粗しょう症予防
・骨活de健康づくり
・SNSやHP等を活用した情報発信
・骨粗しょう症予防動画のHP掲載

メンタルヘルス
・働き・子育て世代向けの
「ストレス対処」「睡眠」啓発
チラシ・動画のHP掲載
・相談窓口の周知

女性のやせが全国
比で多い

横
浜
市
の
女
性
の
健
康
寿
命
の
延
伸

インプット
横浜市
・健康推進課

・関係課長会議

女性の健康づくり
応援事業予算

女性の健康づくり
推進検討部会

企業
・市内企業等

学校・学校関係団体
・中学、高校、大学
・横浜市PTA連絡
協議会

保健医療関係団体
・市医師会
・市産婦人科医会
・市助産師会
・県栄養士会

等

医療保険者・医療
保険関係団体
・全国健康保険
協会神奈川支部

等

地域で活動する団体

マスメディア

上記以外にも日常生
活制限に関連してい
る項目があるか更に
分析が必要

女性の健康づくり応援事業独自で設定

第３期健康横浜２１
および庁内関連計画で設定があるもの

栄養・食生活

・個別栄養相談・集団健康教育
・SNSやHP等を活用した情報発信

飲酒
・「飲酒」啓発チラシ・動画の放映・ HP 
 掲載

運動
・「腰痛対策」プロモーション動画の
交通広告・HP掲載
・よこはまウォーキングポイント事業

・骨活de健康づくり
講座参加人数
・骨粗しょう症予防
動画の視聴数

・区での個別栄養相談延べ人
 数/食生活に関する集団健康
 教育延べ人数
・SNSやHP等の該当内容の
視聴数

・市HP掲載の飲酒啓発
チラシ・動画の視聴数

・腰痛対策プロモーション
動画の視聴回数
・よこはまウォーキングポイント
新規参加登録者数

・小・中・高・大学への喫煙
防止教育実施回数
・横浜健康経営認証事業
所「禁煙」に関する専門
職派遣実施事業所数

喫煙
・小・中・高・大学への喫煙防止教育
・職場の力を活用した禁煙チャレンジ
支援

20代の喫煙率の減少（女性）
(国民生活基礎調査)

20歳以上の喫煙率の減少（女性）
(国民生活基礎調査)

骨密度検査の実施
・骨密度検査の実施機会の創出

・骨密度検査の実施人数
（区実施分）

取組テーマ
実施（予定）している取組

（
横
浜
市
在
住
・
在
勤
の
女
性
が
ど
の
世
代
で
も
い
き
い
き
と
健
康
に
生
活
し
て
い
る
）

が
ん
の
死
亡
率
の
減
少

がん検診受診率が
男性に比べて低い

女性の心疾患の死
亡率が増加している

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１
日２回以上ほぼ毎日食べている市民の割合
(健康に関する市民意識調査)

成
人
期
・
壮
年
期
の

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
向
上

女
性
の
乳
が
ん
の

死
亡
率
の
減
少

骨
折
・
転
倒
に
よ
り
介
護
が

必
要
な
状
態
と
な
る
こ
と
の
減
少

子宮頸がん検診受診率の向上
(国民生活基礎調査)

神奈川県の平均自
立期間は全国比で
低くないことから、主
観的健康観や青年
期～壮年期の健康
に課題がある可能性
がある

資料５



現状 アクティビティ 初期アウトカム 中間アウトカム 最終アウトカム

女性の健康づくり応援事業ロジックモデル（案）20250801時点（２/２ページ）

女性の健康寿命が
短縮傾向

生活習慣病による
早世が全国比を男
性と比較すると多い

乳がん死亡率が全
国比で高い

介護保険「要支援」
の原因第１位が「骨
折・転倒」

健康寿命が長い３
政令市との比較で
特に子育て中の女
性の悩みやストレス
が日常生活制限に
関連している

アウトプット

女性の飲酒頻度・
量が全国比で多い

月経関連症状の不調に対して、行動に起こ
していない人の割合の減少（未調査）

月経関連症状
・セミナー開催
・SNSやHP等を活用した情報発信
・市内専門学校学生による媒体デザ
イン作成

女性のやせが全国
比で多い

インプット
横浜市
・健康推進課

・関係課長会議

女性の健康づくり
応援事業予算

女性の健康づくり
推進検討部会

企業
・市内企業等

学校・学校関係団体
・中学、高校、大学
・横浜市PTA連絡
協議会

保健医療関係団体
・市医師会
・市産婦人科医会
・市助産師会
・県栄養士会

等

医療保険者・医療
保険関係団体
・全国健康保険
協会神奈川支部

等

地域で活動する団体

マスメディア

上記以外にも日常生
活制限に関連してい
る項目があるか更に
分析が必要

女性の健康づくり応援事業独自で設定

・セミナー受講者数
・ SNSやHP等の該当内容の
視聴数

更年期症状
・セミナー開催
・SNSやHP等を活用した情報発信

取組テーマ
実施（予定）している取組

更年期症状や女性に多い疾患の不調に対し
て、行動に起こしていない人の割合の減少
（未調査）

女性に多い疾患
（甲状腺疾患・鉄欠乏性貧血等）
・セミナー開催
・ SNSやHP等を活用した情報発信

働く女性が健康づくりに取り組みやす
い環境づくり
・横浜健康経営認証応募用紙への
 項目の追加
・職場における実態調査の実施

・女性の健康づくり推進体制の
 ある横浜健康経営認証
 事業所数

横浜健康経営認証事業所で、女性の健康
づくりに取り組んでいる事業所の増加(横浜健
康経営認証応募用紙)

婦人科に受診しやすい環境づくり
・婦人科一覧掲載
・SNSやHP等を活用した情報発信

・婦人科検索数
・婦人科一覧HP閲覧数
・SNSやHP等の該当内容の
視聴数

月経関連症状の不調に対して、行動に起こ
していない人の割合の減少（未調査）

・思春期保健指導事業参加者
延べ人数
・女性の健康相談実績

未設定将来を見据えた（妊娠等を含む）
心身の健康づくり
・思春期保健事業
・女性の健康相談
（・SNS相談などは・・・）

月
経
関
連
症
状
・
更
年
期
症
状
な
ど
女
性
特
有
の
健
康
課
題
で
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
影
響
を
受
け
る
人
の
減
少

更年期症状等の不調に対して、行動に起こ
していない人の割合の減少（未調査）

横
浜
市
の
女
性
の
健
康
寿
命
の
延
伸

（
横
浜
市
在
住
・
在
勤
の
女
性
が
ど
の
世
代
で
も
い
き
い
き
と
健
康
に
生
活
し
て
い
る
）

がん検診受診率が
男性に比べて低い

女性の心疾患の死
亡率が増加している

第３期健康横浜２１
および庁内関連計画で設定があるもの

神奈川県の平均自
立期間は全国比で
低くないことから、主
観的健康観や青年
期～壮年期の健康
に課題がある可能性
がある



女性の健康づくり推進検討部会 今後のスケジュール（予定）

令和９年度 R10年度

4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 （仮） （仮）

●
８/27

●
８月下旬

年１回
予定

年１回
予定

●
5/26

●
８/5

●
２月上旬

●
7月

●
２月上旬

年２回
予定

部会での作業事項

・アウトカム検討
・現状と課題の明
確化
・実態調査の必要
性検討

・アウトカム決定
・取り組むべき優
先課題の検討と
整理
・実態調査の内容
等を検討
・具体的な取組の
検討

・ロジックモデル
の決定
・取り組むべき優
先課題の決定
・実態調査の内容
等を検討
・具体的な取組の
決定

・実態調査結果
（一部）より効果
的な啓発取組の
検討
・よこはま若者コ
ホート研究の調
査報告（仮）
・具体的な取組の
進捗確認と検討

・具体的な取組の
効果測定
・効果的な啓発取
組の決定

今後、
検討

女性の健康づくり推進に向けたスケジュール（案）

①ロジックモデルを用いた取組や評価の検討

②課題や現状の明確化

国民生活基礎調査、よこ
はま若者コホート研究等
の分析

職場における実態調査
の実施(三者連携)

③具体的な取組

若い世代に向けた情報
発信等

女性の健康づくり講座
マッチング（仮）

相談の場の新設（仮）

企業向けの取組（仮）

健康横浜２１推進会
議

女性の健康づくり
推進検討部会

令和７年度 令和８年度

●ロジックモデルを使用し、取組を適宜、見直し

資料６

●アウトカムの設定・アウトカム指標の設定

●取組テーマ・アウトプット指標の設定

●国民生活基礎調査等の分析

●優先的に取り組むべき課題の検討・整理

●ロジックモデル

完成

●効果的な啓発（対象者・内容・手法など）の実施に向けた検討

●取組の検討

●Instagramやちらしなどの周知

●取組の準備・実施

●実態調査の実施に向けて検討（対象・内容・手法など）

●取組の検討 ●取組の準備・実施

●動画配信等の取組

●評価

●取組の検討 ●取組の準備・実施

●実態調査（ヒアリングやアンケート）の実施、分析
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